
 

島根県ＤＶ対策基本計画の改定（第４次）について 

１． ＤＶ対策基本計画第４次改定計画の概要 

（１）趣旨  

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づく基本計画として策 

    定した現行計画の計画期間が終了することから、「島根創生計画」、「島根県男女共同参画 

    基本計画」等、県の各種計画との整合性を図りながら、今後必要なＤＶ対策の施策の基本 

    的方向と具体策を示すために改定する。 

（２）計画期間 令和３年度〜令和７年度（５年間） 

（３）基本理念 

・配偶者からの暴力を生まない社会 

・配偶者から暴力を受けた被害者の人権が尊重される社会 

・配偶者から暴力を受けた被害者が安心安全な環境で自立（自律）を実現できる社会 

（４）計画体系 

今回改定における主なポイント  

① 地域や職場等における予防教育・普及啓発の強化・充実 

② 各相談対応機関における組織強化と支援の充実 

③ ＤＶ対応機関と児童虐待対応機関の連携強化 

④ 地域におけるサポート体制の構築・充実 

 

２． 今後の改定スケジュール 

11月 中旬  第３回県ＤＶ対策基本計画策定委員会 

12/10～20   パブリックコメントによる意見募集 

 1月 下旬   第４回県ＤＶ対策基本計画策定委員会 

Ｒ3年 3月  県議会、県社会福祉審議会での報告等を経て計画決定 

基本目標 主な施策 現状値と目標値

・相談員の人材育成やスーパーバイズの実施等、各相

　談機関における相談支援体制を強化

・市町村におけるワンストップ機能の充実

・警察との連携による緊急かつ安全な保護の実施

・ＤＶ被害者や同伴児童等への心理ケアや学習支援等

　一時保護体制を充実

・要保護児童対策地域協議会における児童虐待対応機

　関とＤＶ対応機関等の連携強化

・民間団体等関係機関と連携によるＤＶ被害者支援の

　充実

・各種支援制度等を活用し、ＤＶ被害者の社会的、経

　済的、精神的自立（自律）を促進

・市町村を中心に、地域におけるサポート体制を構築

　し、包括的かつ継続的な支援を展開

ＤＶ等に関する講習会

等の受講経験率

　１０．２％

　　　→　５０．０％

ＤＶ被害者が相談した

割合

（参考）４７．１％

　　　→　６０．０％

　内閣府男女共同参画局

「男女間における暴力に関す

る調査」（令和元年度）

・学校や職場、地域等、あらゆる場面における県民へ

　の予防教育、普及啓発の実施

・ＤＶを発見しやすい立場にある関係機関の職員等へ

　の相談窓口の周知

Ⅰ　配偶者からの暴力を

　　生まない社会づくり

Ⅱ　DV被害者の権利擁護

Ⅲ　DV被害者のくらしを

　　支える地域づくり

Ⅳ　関係機関との連携強化

市町村がＤＶ被害者に

継続的にかかわってい

る率

　２５．９％

　　　→　５０．０％

要保護児童対策地域協

議会個別ケース検討会

議におけるＤＶケース

の検討実施率

　５９．１％

        　→   ８０．０％
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